
平成21年 22年

土地購入
4,000 万円

5年保有

土地売却
5,000 万円

譲渡益　1,000 万円
1,000万円（譲渡益）－1,000万円（控除額）＝0円（譲渡益課税額）

所
得
税
及
び
個
人
住
民
税
の
税
制
改
正
と

　
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
制
度
に
つ
い
て

　

平
成
21
年
分
所
得
税
及
び
平
成
22
年
度
分
個
人
住
民
税（
市
・
県
民
税
）か
ら
適
用
さ
れ
る
主
な

税
制
改
正
と
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
制
度
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

今
回
の
改
正
内
容
と
し
て
、
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
が
大
幅
に
拡
充
・
延
長
さ
れ
る
と
と
も
に
、
自

己
資
金
で
の
住
宅
投
資
に
つ
い
て
も
新
た
な
税
額
控
除
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
土
地
の
流

動
化
、
有
効
活
用
に
資
す
る
よ
う
、
平
成
21
年
及
び
平
成
22
年
に
取
得
し
た
土
地
の
譲
渡
に
か
か

る
特
別
控
除
な
ど
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

①
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
の
拡
充
・
延
長

　

住
宅
ロ
ー
ン
減
税
に
つ
い
て
は
、
適
用
期

限
が
5
年
間
延
長
さ
れ

る
と
と
も
に
、
一
般
住

宅
に
か
か
る
最
大
控
除

額
が
５
０
０
万
円
に
引

き
上
げ
ら
れ
、
特
に
長

期
優
良
住
宅
に
つ
い
て

は
過
去
最
高
水
準
を
上

回
る
６
０
０
万
円
ま
で

引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

一般住宅 長期優良住宅
控除対象借入限度額 5,000万円 5,000万円
控除期間 10年間 10年間
控除率 1.0％ 1.2%
最大控除額 500万円 600万円

住宅ローン減税の新制度

住宅ローン減税制度は、住宅借入金
などを利用して住宅の取得をした場
合、一定の要件のもとで、住宅借入
金などの年末残高に控除率を乗じた
金額を各年分の所得税額から控除で
きる制度です。

②
長
期
優
良
住
宅
を
新
築
・
取
得
し

た
場
合
の
所
得
税
額
の
特
別
控
除

　

長
期
優
良
住
宅
の
新
築
・
取
得
を
行
い
、

居
住
の
用
に
供
し
た
場
合
、
標

※

準
的
な
性
能

強
化
費
用
相
当
額（
上
限
は
１
、０
０
０
万
円
）

の
10
％
が
、
そ
の
年
分
の
所
得
税
額
か
ら
控

除
さ
れ
ま
す
。
そ
の
年
分
の
所
得
税
額
か
ら

控
除
し
き
れ
な
い
金
額
が
あ
る
場
合
に
は
、

翌
年
分
に
繰
り
越
し
て
控
除
し
ま
す
。

適
用
期
限　

平
成
23
年
12
月
31
日
ま
で

③
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
を
し
た
場
合
の

所
得
税
額
の
特
別
控
除

　

自
己
資
金
に
よ
り
一
定
の
省
エ
ネ
改
修
工

事
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事
ま
た
は
、
耐

震
改
修
工
事
を
行
っ
た
場
合
に
、
そ
の
標

準
的
な
工
事
費
用
の
額
と
実
際
の
工
事
費

用
の
額
の
い
ず
れ
か
少
な
い
金
額（
上
限
は

２
０
０
万
円
、
太
陽
光
発
電
装
置
を
設
置
す

る
場
合
は
３
０
０
万
円
）の
10
％
相
当
額
を
そ

の
年
分
の
所
得
税
額
か
ら
控
除
し
ま
す
。

適
用
期
限　

平
成
22
年
12
月
31
日
ま
で

④
平
成
21
年
及
び
22
年
に
所
得
し
た
土

地
に
係
る
譲
渡
益
課
税
の
特
例
措
置

　

個
人
ま
た
は
法
人
が
、
平
成
21
、
22
年
中

に
取
得
し
た
土
地
な
ど
を
譲
渡
し
た
場
合（
所

有
期
間
5
年
超
の
も
の
に
限
り
ま
す
）
に
は
、

そ
の
譲
渡
益
か
ら
１
、０
０
０
万
円
を
控
除
し

ま
す（
次
の
例
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
）。

適
用
期
限　

平
成
22
年
12
月
31
日
ま
で

○土地の譲渡益課税の特例処置の例

この例では、譲渡益1,000

万円を控除額1,000万円で

相殺できます。

⑤
平
成
21
年
及
び
22
年
に
土
地
の
先

行
取
得
を
し
た
場
合
の
課
税
特
例

　

平
成
21
、
22
年
中
に
土
地
な
ど
を
取
得
し
、

本
特
例
の
適
用
を
受
け
る
旨
の
届
出
書
を
提
出

し
て
い
る
個
人
事
業
者
ま
た
は
法
人
に
つ
い
て

は
、
そ
の
土
地
の
取
得
価
格
を
限
度
と
し
て
、

そ
の
後
10
年
間
に
他
の
土
地
を
売
却
し
て
譲
渡

益
が
発
生
し
て
も
、
そ
の
8
割（
平
成
22
年
取

得
分
に
つ
い
て
は
6
割
）が
減
額
さ
れ
ま
す
。

　

減
額
相
当
額
は
、
先
に
取
得
し
た
土
地
の

価
格
を
圧
縮
記
帳
す
る
こ
と
に
よ
り
課
税
を

繰
り
延
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

平成21年

土地購入
取得価格　25億円

10 年

別の保有土地の売却

20億円×80％＝16 億円
圧縮記帳

25億円（所得価格）－16億円（控除額）＝9億円（帳簿価格）

譲渡益　20 億円

　控除額　16 億円

○土地の先行取得をした場合の特例処置の例 この例では、平成21年に土

地を取得しているので、譲

渡益20億円の 8割である

16億円を取得価格25億円

から差し引いた 9億円に圧

縮記帳されます。

⑥
土
地
売
買
な
ど
に
係
る
登
録
免
許

税
の
軽
減
税
率
の
据
え
置
き
な
ど

　

土
地
の
売
買
に
よ
る
所
有
権
の
移
転
登
記
及

び
土
地
の
所
有
権
の
信
託
の
登
記
の
登
録
免
許

税
の
軽
減
税
率
が
2
年
間
据
え
置
か
れ
ま
し
た
。

　

住
宅
用
家
屋
の
売
買
な
ど
に
係
る
登
録
免

許
税
の
軽
減
措
置
の
適
用
期
限
が
2
年
間
延

長
さ
れ
ま
し
た
。

⑦
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
制
度

　

介
護
保
険
で
要
介
護
の
認
定
を
受
け
た
65

歳
以
上
の
高
齢
者
の
方
を
対
象
に
、
所
得
税

や
個
人
住
民
税
で
障
害
者
控
除
の
対
象
者
と

し
て
認
定
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
の
申

請
は
毎
年
必
要
で
す
。

対
象
者　

要
介
護
認
定
1
〜
5
を
受
け
て
い
る

方
で
、
当
該
年
12
月
31
日
現
在
に
お
い
て
、
65

歳
以
上
の
方

設
定
基
準
日　

障
害
者
控
除
の
適
用
を
受
け
る

年
の
12
月
31
日
に
お
け
る
設
定
状
況（
下
表
を

参
照
し
て
く
だ
さ
い
）

申
請
方
法　

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
申
請
書

を
い
き
い
き
プ
ラ
ザ
都
留
内　

福
祉
課
へ
提
出

し
、
認
定
書
の
交
付
を
受
け
ま
す
。
申
請
に
は
、

対
象
の
方
の
介
護
保
険
認
定
者
証
と
申
請
者
の

方
の
印
鑑
が
必
要
で
す（
申
請
書
は
福
祉
課
に

あ
り
ま
す
）。

※
身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
を
お
持
ち
の
方
は
、

申
請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

国
民
健
康
保
険
税
な
ど
の
社
会
保
険
料
控
除

　

自
己
ま
た
は
自
己
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶

者
や
そ
の
他
の
親
族
が
負
担
す
べ
き
国
民
健
康

保
険
税
や
長
寿
医
療
制
度
の
保
険
料（
以
下「
保

険
料
な
ど
」と
い
い
ま
す
）な
ど
は
、
所
得
税
や

個
人
住
民
税
の
申
告
の
際
に
、
そ
の
保
険
料
な

ど
を
実
際
に
支
払
っ
た
方
の
所
得
か
ら
社
会
保

険
料
控
除
と
し
て
差
し
引
く
こ
と
が
で
き
ま
す

が
、
保
険
料
な
ど
を
特
別
徴
収（
年
金
天
引
き
）で

納
付
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
保
険
料
な
ど
を

支
払
っ
た
方
は
年
金
受
給
者
本
人
と
な
る
た
め
、

年
金
受
給
者
本
人
の
所
得
か
ら
の
み
社
会
保
険

料
控
除
と
し
て
差
し
引
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
特
別
徴
収
に
代
え
て
、
口
座
振
替

に
よ
り
保
険
料
な
ど
を
支
払
う
場
合
に
は
、

口
座
振
替
に
よ
り
そ
の
保
険
料
な
ど
を
支

払
っ
た
方
の
所
得
か
ら
社
会
保
険
料
控
除
と

し
て
差
し
引
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
合
先　

税
務
課　

市
民
税
担
当

平
成
21
年
分
年
末
調
整
説
明
会

　

大
月
税
務
署
と
市
で
は
、
年
末
調
整
の
仕

方
並
び
に
法
定
調
書
・
給
与
支
払
報
告
書
の

作
成
と
提
出
方
法
な
ど
の
事
務
手
続
き
を
円

滑
に
行
っ
て
い
た
だ
く
た
め
の
説
明
会
を
次

の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

期
　
日　

11
月
16
日（
月
）午
後
1
時
〜

会
　
場　

都
の
杜
う
ぐ
い
す
ホ
ー
ル
小
ホ
ー
ル

問
合
先　

大
月
税
務
署
法
人
課
税
第
一
部
門

　
　
　
　

☎（
22
）３
１
５
１

区分 認定区分 認定基準

特別障害者
に準ずる方

（1）重度障害者（1級、   
　2級）に準ずる方

要介護4以上に認定されており、かつ、主治医意見書などに記載されている
障害自立度がＢ以上の方

（2）知的障害者（重度）  
　に準ずる方

要介護4以上に認定されており、かつ、主治医意見書などに記載されている
認知自立度がⅢ以上の方

（3）寝たきり高齢者
要介護4以上に認定されており、かつ、主治医意見書などに記載されている
障害自立度がＢ2以上の方で介助を要する状態が 6カ月以上継続している方

普通障害者
に準ずる方

（1）身体障害者（3級～
　6級）に準ずる方

要介護などに認定されており、かつ、主治医意見書などに記載されている障
害自立度がＡ以上の方。ただし、特別障害者に準ずる方を除きます。

（2）知的障害者（中度、
　軽度）に準ずる方

要介護などに認定されており、かつ、主治医意見書などに記載されている認
知自立度がⅡ以上の方。ただし、特別障害者に準ずる方を除きます。

問合先　個人住民税に関すること　　　　　　　　　税務課　市民税担当
　　　　所得税に関すること　　　　　　　　　　　大月税務署個人課税部門　☎（22）3153
　　　　障害者控除対象者認定申請書に関すること　福祉課　地域福祉担当　　☎（46）5112

年
末
調
整
、
確
定
申
告
に
伴
う

　
　
社
会
保
険
料
控
除
に
つ
い
て

国
民
年
金
保
険
料

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
納
付
し
た
全
額
が

所
得
税
・
市
町
村
民
税
の
社
会
保
険
料
控
除

の
対
象
と
な
り
ま
す
。
国
民
年
金
保
険
料
を

社
会
保
険
料
控
除
と
し
て
申
告
す
る
場
合
は
、

今
年
1
年
間
に
納
付（
納
付
見
込
み
を
含
む
）

し
た
国
民
年
金
保
険
料
の
額
を
証
明
す
る
書

類
の
添
付
な
ど
が
必
要
で
す
。

〜
毎
年
11
月
上
旬
に
送
付
〜

　

こ
の
た
め
、
生
命
保
険
会
社
な
ど
が
発
行
す
る

控
除
証
明
書
と
同
様
に
、
1
年
間
に
納
付
し
た
国

民
年
金
保
険
料
の
額
を
証
明
す
る「
社
会
保
険
料

（
国
民
年
金
保
険
料
）控
除
証
明
書
」（
ハ
ガ
キ
）が
社

会
保
険
庁
か
ら
毎
年
11
月
上
旬
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

証
明
内
容
は
、
本
年
1
月
か
ら
9
月
30
日
ま
で
に

納
付
さ
れ
た
国
民
年
金
保
険
料
額
と
、
年
内
に
納

付
が
見
込
ま
れ
る
場
合
の
納
付
見
込
み
額
で
す
。

〜
2
月
上
旬
に
送
付
さ
れ
る
場
合
〜

　

年
の
途
中
か
ら
国
民
年
金
に
加
入
し
た
場
合

な
ど
、
10
月
1
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
初

め
て
保
険
料
を
納
付
す
る
方
に
つ
い
て
は
、
翌
年

2
月
上
旬
に
同
様
の
証
明
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

〜
世
帯
で
連
帯
し
て
納
付
〜

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
被
保
険
者
本
人
だ
け

で
は
な
く
、
そ
の
世
帯
の
世
帯
主
及
び
配
偶
者

も
連
帯
し
て
納
付
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。
家

族
の
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
し
た
場
合
は
、

そ
の
納
付
額
の
全
額
が
納
付
し
た
方
の
所
得
税

な
ど
の
控
除
対
象
と
な
り
ま
す
の
で
、
年
末
調

整
な
ど
の
手
続
き
の
際
に
自
身
の
社
会
保
険
料

の
額
と
合
算
し
て
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
の

場
合
は
、
家
族
分
の「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金

保
険
料
）控
除
証
明
書
」も
、
申
告
す
る
方
の
申

告
書
に
添
付
な
ど
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

問
合
先　

大
月
社
会
保
険
事
務
所

　
　
　
　

☎（
22
）３
８
１
１

※標準的な性能強化費用相当額とは、住宅の
構造の種類（木造、鉄骨造など）ごとに、耐久
性、耐震性、省エネ性能などの長期優良住宅
の認定基準に適合するために必要となる 1㎡
当たりの単価を定め、当該認定長期優良住宅
の床面積を乗じて計算した金額のことです。
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